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凡   例 

 

 

(１) 租特法       租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号） 

(２) 租特令       租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号） 

(３)  租特規則      租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15号） 

(４) 揮法        揮発油税法（昭和 32年法律第 55号） 

(５) 揮令        揮発油税法施行令（昭和 32年政令第 57号） 

(６) 品確法       揮発油等の品質の確保等に関する法律 

（昭和 51年法律第 88号） 

(７) 品確法規則     揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 

（昭和 52 年通商産業省令第 24 号） 

(８)  法定製造場     揮法第 14 条第６項の規定により製造場とみなされた場所 

(９) バイオエタノール  租特法第 88条の７第１項第１号に規定するバイオエタノール 

(10) ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙｴﾀﾉｰﾙ   租特法第 88 条の７第１項第２号に規定するカーボンリサイク

ルエタノール 

(11) ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 租特法第 88 条の７第１項第３号に規定するエチル-ターシャリ

-ブチルエーテル 

(12) 未反応エタノール等 エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造工程において未反

応となったエタノール及びイソブチレン 

(13) ＥＴＢＥ      エチル-ターシャリ-ブチルエーテルと未反応エタノール等と

の混合物 

(14) 税務認定流量計   昭和 44 年 11 月 18 日間消 3-27「揮発油その他の石油類の数量

特定に流量計を使用する場合の取扱いについて」（法令解釈通達）

に基づき設置されている流量計 
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Ⅰ 総論 

 

（特例措置の概要） 

（問１）特例措置の概要はどのようなものですか。【令和５年４月改訂】 

（答） 

   本特例措置は、地球温暖化防止の観点から、京都議定書の第一約束期間（2008年か

ら 2012 年）におけるバイオマス由来輸送用燃料の導入を促進するために講じられた

もので、揮発油とバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチルター

シャリブチルエーテル（以下、「バイオエタノール等」という。）を混和して製造され

たバイオエタノール等揮発油について、揮発油税及び地方揮発油税を軽減するもので

す（租特法 88の７）。 

具体的には、品確法に規定する揮発油特定加工業者が製造したバイオエタノール等

揮発油を、令和 10 年３月 31 日までにその製造場から移出した場合には、バイオエタ

ノール等揮発油の数量から、その製造に使用されたエタノールの数量を控除し、その

控除後の数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして課税標準数量とする

ものです。 

   なお、本特例措置は、改正品確法の施行日である平成 21年２月 25日から施行され

ています。 
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（バイオエタノール等揮発油の意義） 

（問２）「バイオエタノール等揮発油」とは、具体的にはどのようなものをいうのですか。

【令和２年 10月改訂】 

（答） 

  １ 「バイオエタノール等揮発油」とは、①揮発油とバイオエタノール又はカーボン

リサイクルエタノールとを混和、又は②揮発油とバイオエタノールやカーボンリサ

イクルエタノールを原料として製造されたエチル-ターシャリ-ブチルエーテルとを

混和して製造された一定の規格を有する揮発油をいいます。 

 

 ２ 本特例措置は、バイオ等由来の輸送用燃料の導入を促進することを目的とするも

のですから、品確法で定められた揮発油規格に適合しない揮発油にまで揮発油税等

の軽減を認めることは適当ではありません。 

したがって、特例の対象となるバイオエタノール等揮発油については、品確法で

定められた揮発油規格に適合する揮発油に限定されています（租特法 88の７①）。 

 

 ３ 品確法においては、揮発油の規格として①「エタノールが三体積百分率以下であ

ること」②「酸素分が一・三質量百分率以下であること」等が定められています（品

確法規則 10）。 

このため、例えば揮発油に３パーセントを超えるバイオエタノールやカーボンリ

サイクルエタノールが混和されたものであったり、バイオエタノールやカーボンリ

サイクルエタノール(C2H５OH)、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル(C2H5OC4H9)の混

和により酸素分が１.３質量％を超えるような場合には、その全量が本特例措置の

対象外となります。 
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（証明済バイオエタノール等の意義） 

（問３）揮発油とバイオエタノール等とを混和すれば、特例措置を受けることができるの

ですか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ エタノール（アルコール）には、バイオマス等由来のもののほか、原油等の化石

資源に由来する合成エタノールも存在します。 

本特例措置は、京都議定書上、ＣＯ2の排出量が計上されないカーボンニュートラ

ルとされているバイオマス由来の輸送用燃料及び大気中のＣＯ2 等を原料として製

造されたカーボンリサイクル由来の輸送用燃料の導入を目的とするものであり、化

石燃料由来の合成エタノールについては適用になりません。 

そのため、揮発油と混和するエタノールや、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル

の原料となるエタノールについて、バイオマス由来又はカーボンリサイクル由来の

ものであることを担保するために、本特例措置が適用されるエタノール等は、経済

産業大臣のバイオ等由来証明を受けたバイオエタノール等（以下「証明済バイオエ

タノール等」といいます。）に限られています（租特法 88の７①）。 

 

２ したがって、揮発油に混和されたバイオエタノールやカーボンリサイクルエタノ

ール又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルがたとえバイオマス由来又はカーボン

リサイクル由来のものであっても、経済産業大臣のバイオ等由来証明を受けていな

ければ、本特例措置の対象とはなりません。 

 

 

 

（特例措置の適用対象者の範囲） 

（問４）特例措置の適用を受けることができるのはどのような者ですか。 

（答） 

特例措置の適用を受けることができる者は、品確法において揮発油の品質確認義務

が課されている「揮発油特定加工業者」に限られています（租特法 88の７①）。 
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Ⅱ 各論 

 

（カーボンリサイクルエタノールの意義） 

（問５）「カーボンリサイクルエタノール」とは具体的にはどのようなものをいうのです

か。【令和２年 10 月改訂】 

（答） 

１ 「カーボンリサイクルエタノール」は、租特法において、アルコールのうち、廃棄

物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素

の酸化物を用いて製造されたものであって財務省令で定めるものをいうこととされて

います（租特法 88 の７①二）。 

 

２ このカーボンリサイクルエタノールの技術開発が今後成熟していき、増加していく

ことを見据え、国産燃料の技術確立を後押しすることを目的として、特例措置の対象

が拡充されました。 

 

 

 

（揮発油特定加工業者の意義） 

（問６）「揮発油特定加工業者」とは具体的にはどのような者をいうのですか。【令和２年

10月改訂】 

（答） 

１ 「揮発油特定加工業者」は、品確法において、石油製品にバイオエタノールやカー

ボンリサイクルエタノール又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルを混和することに

より石油製品の品質を調製して揮発油を生産する事業を行おうとする者で、経済産業

大臣の登録を受けた者をいうこととされています（品確法 12の５①三）。 

 

２ この揮発油特定加工業者には、生産した新たな揮発油が品確法に規定する揮発油規

格に適合するかどうかの品質確認を義務付ける等の措置が講じられています（品確法

17の４の２）。 

  これは揮発油特定加工業者が今後増加していくことを見据え、その生産された製品

について、自動車の燃料としての適正な品質を確保することを目的としています。 
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（製造の委託） 

（問７）バイオエタノール等揮発油の製造を他の者に委託した場合の納税義務者は誰にな

りますか。 

（答） 

１ 揮発油税法では、実際に揮発油を製造する者が納税義務を負います（揮法３①）。 

したがって、委託者がバイオエタノール等揮発油の原料となる揮発油やバイオエタ

ノール等を供給している場合であっても、受託者が実際にバイオエタノール等揮発油

を製造している場合は、受託者が納税義務者となります。 

 

２ なお、この場合において、受託者は揮発油特定加工業者として登録されている必要

があります。 

 

 

 

（特例措置の適用範囲） 

（問８）特例措置の適用対象とされる製造場には、「法定製造場」も含まれるのですか。 

（答） 

１ 本特例措置の適用対象とされる製造場には、揮発油と証明済バイオエタノール等と

を混和してバイオエタノール等揮発油が実際に製造される製造場のほか、法定製造場

も含まれます（租特法 88の７①） 

 

２ 本特例措置の適用対象となる法定製造場は、次のとおりです（租特令 46の 11）。 

① 揮発油税法第 14条第１項第５号の規定による承認を受けた場所 

② 揮発油税法施行規則第１条第１号に規定する場所 

※ ①、②のうち、２以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所は、本特例措置の

適用対象となりません。 
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（移出した数量から控除されるエタノールの数量等の測定） 

（問９）移出した数量から控除されるエタノール及びエチル-ターシャリ-ブチルエーテル

の原料となったエタノールの数量に相当する数量は、どの様に測定すればよいので

すか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

  １ 本特例措置は、バイオエタノール等揮発油をその製造場から移出する場合における

当該バイオエタノール等揮発油に係る課税標準について、移出した数量から当該バイ

オエタノール等揮発油に含まれるエタノール数量及びエチル-ターシャリ-ブチルエー

テルの原料となったエタノールに相当する数量を控除するものですが、移出したバイ

オエタノール等揮発油にどれくらいのエタノールが混和されているのかを個々に計量

することは困難です。 

   

  ２ したがって、揮発油とバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノールとを混和

してバイオエタノール等揮発油を製造した場合については、移出したバイオエタノー

ル等揮発油の数量に当該バイオエタノール等揮発油の原容量百分中に含有するエタノ

ールの容量、すなわち「エタノール濃度」を乗じて、移出した数量から控除する数量

を算出することとなります。 

 

 

 

 

 

  ３ 次に、揮発油とエチル-ターシャリ-ブチルエーテルとを混和してバイオエタノール

等揮発油を製造した場合には、移出したバイオエタノール等揮発油の数量に当該バイ

オエタノール等揮発油の原容量百分中に含有するエチル-ターシャリ-ブチルエーテル

の容量、すなわち「エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度」を乗じて当該エチル-タ

ーシャリ-ブチルエーテルの数量を求め、更にエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの原

料となったエタノールに相当する数量を求めるための係数（0.4237）を乗じて、移出

した数量から控除する数量を算出することとなります。 

 

  

 

 

 

 

  

× ×0.4237 
エチル-ターシャリ-ブ

チルエーテル濃度 

移出したバイオエ

タノール等揮発油

の数量 

 

＝ 
移出した数量から

控除するエタノー

ル相当数量 

移出した数量から控除

するエタノールの数量 
＝ × 

移出したバイオエ

タノール等揮発油

の数量 

エタノール濃度 
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（エタノール濃度等の測定(1)） 

（問 10）バイオエタノール等揮発油に係るエタノール濃度等は、どの様な場合に測定する

のですか。 

（答） 

１ 本特例措置は、バイオエタノール等揮発油をその製造場から移出する場合における

当該バイオエタノール等揮発油に係る課税標準について、移出した数量から当該バイ

オエタノール等揮発油に含まれるエタノール数量及びエチル-ターシャリ-ブチルエー

テルの原料となったエタノールに相当する数量を控除するものですから、バイオエタ

ノール等揮発油に係るエタノール濃度等については、原則として、製造したバイオエ

タノール等揮発油を移出する際に測定することとなります。 

  

２ また、次の場合にもバイオエタノール等揮発油に係るエタノール濃度等を測定する

必要があります。 

① 製造場から移出したバイオエタノール等揮発油を当該製造場に戻し入れたとき 

② 他のバイオエタノール等揮発油の製造場から移出されたバイオエタノール等揮発

油を製造場に移入したとき 

③ 他のバイオエタノール等揮発油の製造場から未納税で移出されたバイオエタノー

ル等揮発油を第二次製造場に移入したとき 

④ 他のバイオエタノール等揮発油の製造場から未納税で移出されたバイオエタノー

ル等揮発油を本特例措置の適用対象となる法定製造場に移入したとき 

 

３ なお、戻入れ若しくは移入の事実を証する書類に濃度の記載がある場合で、かつ、

その濃度が実測によるものと同等のものである場合には、当該記載された濃度による

こととしても差し支えありません。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

（エタノール濃度等の測定(2)） 

（問 11）Ａ製造場では、製品タンクに製造したバイオエタノール等揮発油を貯蔵し、製品

タンク内の全量をいわゆる「生産ロット」単位とする「洗替え方式」により生産数

量を確定させたうえでエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定して帳簿上で

管理したいと考えていますが、このような方法は認められますか。 

     

 
 

（答） 

ご質問のような「洗替え方式」により、製造したバイオエタノール等揮発油の数量及

びエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を帳簿上で管理している場合には、これを税

務認定流量計を通過したバイオエタノール等揮発油に係るエチル-ターシャリ-ブチルエ

ーテル濃度として差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETBE

税務認定流量計

基材
ガソリン

《製造中の製品タンク内》

・生産品数量はタンク
液面計で計測

・5,000klを
「生産ロット」として
管理

・生産品濃度はタンク内
での分析値

《生産品》

濃度6.5％
数量5,000ｋｌ

製造
前在庫・濃度5％
（数量1,000kl）

製品タンク



9 

 

（エタノール濃度等の測定(3)） 

（問 12）Ｂ製造場では、出荷兼製品タンクの前にオートサンプラーを設置し、ブレンダー

を通過したバイオエタノール等揮発油の製品分析を行っています。 

エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度はオートサンプラーで測定することがで

きますので、製造（ラインブレンド）によりタンク内で増加した数量を「生産ロッ

ト」単位とする「先入先出方式」により生産数量を確定させ、帳簿上で管理したい

と考えていますが、このような方法は認められますか。 

 

 

 

（答） 

ご質問のような「先入先出方式」により、製造したバイオエタノール等揮発油の数量

及びエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を帳簿上で管理している場合には、これを

税務認定流量計を通過したバイオエタノール等揮発油に係るエチル-ターシャリ-ブチル

エーテル濃度として差し支えありません。 

 

 

 

 

 

  

ブ
レ
ン
ダ

ー

ETBE

そ
の
他
基
材

AS

税務認定流量計

オートサンプラー

アナライザー
№２

№３
№４

№１

・生産品数量は
タンク液面計で
計測（増加分）

・4,000kl、
濃度6.5％を
「生産ロット」
として管理

・生産品の濃度は
オ-トサンプラ-
による分析値

濃度6.0％
数量1,000ｋｌ

《生産品》

濃度6.5％
数量4,000ｋｌ

《製造中の製品兼出荷タンク内》

製造
濃度測定

前在庫
（濃度6.0％

数量1,000kl）

製品兼出荷タンク

流量計
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（エタノール濃度等の測定(4)） 

（問 13）Ｃ製造場では、バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの揮発

油の製造をラインブレンドで行い直接タンクローリーに積み込んでいます。こ

の場合、安全性の観点からエタノール濃度の測定ができないのですが、どのよ

うにすればよいですか。 

 なお、当該製造場は経済産業大臣及び経済産業局長により品確法に規定する

「揮発油特定加工品質確認計画」を認定されており、混和に用いる揮発油及び

バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの一定の生産設備や生産

管理が行われることをもって品質を確保していると認められています。 

また、バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール及びバイオエタ

ノール等揮発油を計測する流量計は、税務認定流量計として一定の要件を具備

したものとなっています。【令和２年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

ご質問のような場合には、当該税務認定流量計で計測したバイオエタノール又はカー

ボンリサイクルエタノールの数量を基に以下の計算式により求めた数値をバイオエタ

ノール等揮発油のエタノール濃度として差し支えありません。 

 

 

 

 

 

例えば、アルコール分 90％のバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール３

ℓと基材ガソリン 97ℓとを混和してバイオエタノール等揮発油が 100ℓ製造された場合の

エタノール濃度は、以下のとおり求められます。 

3ℓ × 90％ ÷ 100ℓ × 100 = 2.7％ 
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（エタノール濃度等の測定(5)） 

（問 14）バイオエタノール等揮発油を、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度が異なる

複数の製品タンクから同時に出荷してタンカーに積み込んだ場合には、エチル-ター

シャリ-ブチルエーテル濃度について、どのように測定すればよいですか。 

（答） 

１ タンカーを使用して海上出荷する場合、バイオエタノール等揮発油に係るエチル-タ

ーシャリ-ブチルエーテル濃度については、原則として、タンカーに積み込まれた状態

で測定することとなります。 

 

２ しかしながら、生産ロットごとに、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定

して管理している場合は、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度の異なるものが各

別に積み込まれたものとして取り扱って差し支えありません。 
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（エタノール濃度等の測定(6)） 

（問 15）特例措置の適用対象となる法定製造場において、バイオエタノール等揮発油を当

該法定製造場から移出する都度、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定す

ることができないのですが、どのようにすればよいですか。 

（答） 

１ ご質問のように、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度について、バイオエタノ

ール等揮発油を法定製造場から移出する都度測定することが困難である場合には、次

のいずれかの方法によることとして差し支えありません。 

① 未納税移入したバイオエタノール等揮発油を出荷タンクに貯蔵するごとに、出荷

タンク内の全量を単位とする「洗替え方式」により数量を確定させたうえでエチル

-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定し、測定した濃度を帳簿上で管理する方法 

《出荷タンク内の模様》 

・数量はタンク液面計で 
 計測 
・5,000klを１ロットと 
 して管理 
・濃度はタンク内での分 
 析値 

濃度6.5％ 
数量5,000ｋｌ 

前在庫・濃度5％ 
（数量1,000kl） 

出荷タンク 
税務認定流量計 

【入荷前】 【入荷後】 

法定製造場 

 
② 製造場から未納税移出したバイオエタノール等揮発油を法定製造場へ移入する直

前の段階ごと（例えばタンカーから出荷タンクへ荷卸しするごと）にエチル-ターシ

ャリ-ブチルエーテル濃度を測定し、測定した濃度を「先入先出方式」により帳簿上

で管理する方法 

  

・数量はタンク液面計で計測 
・タンカーを１ロットとして管理 
・濃度は船倉サンプルの分析値 

出荷タンク 
税務認定流量計 

lot01 
lot02 
lot03 
lot04 
…… 

lot  n 先
入
先
出
管
理 

《出荷タンク内の概念》 

法定製造場 
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２ なお、当該法定製造場にエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定する設備が

ない場合には、当該法定製造場の出荷タンク等からサンプルを採取し、当該法定製造

場以外の場所においてサンプルの濃度を測定することとして差し支えありません。 

 この場合、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度は、当該法定製造場から移出す

るバイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の申告時までに明らかにしておく必要

があります。 
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（エタノール濃度等の測定(7)） 

（問 16）Ｄ製造場から移出するバイオエタノール等揮発油は、課税移出するものとＥ法定

製造場等へ未納税移出するものとがあり、未納税移出先のＥ法定製造場等において

も特例措置の適用を受けることとしていますが、この場合でも、Ｄ製造場において

問 12（又は問 18）の「先入先出方式」により、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル

濃度を帳簿上で管理することは認められますか。 

（答） 

  １ 問 12（又は問 18）の場合には、当該製造場から移出されるバイオエタノール等揮発

油の数量から控除されるエタノールに相当する数量が適正に管理できることから、「先

入先出方式」により、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を帳簿上で管理するこ

ととして差し支えないこととしています。 

 

２ しかしながら、ご質問のように、未納税移出先のＥ法定製造場等において特例措置

の適用を受ける場合には、Ｅ法定製造場等から移出されるバイオエタノール等揮発油

のエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度の実測値と、Ｄ製造場における帳簿上のエ

チル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度の値との間に差が生じることとなり、Ｅ法定製

造場等における課税標準の算出においてバイオエタノール等揮発油の数量から控除す

るエタノールの数量が過大（又は過少）となるという問題が生じます（下図参照）。 

 

 

 

                                          

                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオエタノール等
揮発油タンク 

 Ｅ 法定製造場等 
（揮発油特定加工業者の指定蔵置場等） 

 

Ｄ 製 造 場 
（揮発油特定加工業者の製造場） 

バイオエタノール等
揮発油 

課税移出 
未納税移出 

エタノールの 
濃度測定 

① 

バイオエタノール等
揮発油（lot1） 
数量5,000ｋｌ 
濃度6.0％ 

② 

バイオエタノール等
揮発油（lot2） 
数量5,000ｋｌ 
濃度6.5％ 

先
入
先
出
管
理 

出荷タンク 

課税移出 

 ② 5,000ｋｌ 
帳簿管理による 

濃度6.5％ 

 ① 5,000ｋｌ 
帳簿管理による 

濃度6.0％ 

実測値による 

濃度6.25％ 

控除数量が0.25％分 
過大となる 
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３ したがって、未納税移出先のＥ法定製造場等において特例措置の適用を受ける場合

には、バイオエタノール等揮発油を製造したＤ製造場において、特例的な取扱いであ

る「先入先出方式」によりエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を帳簿上で管理す

ることは認められません。 

 

（注） バイオエタノール等揮発油を製造したＤ製造場において、課税移出するものと法定

製造場等へ未納税移出するものを別々の出荷タンクで管理している場合には、先入先

出方式によりエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を帳簿上で管理することとして

差し支えありません。 

 

 

 

（ＥＴＢＥの数量の測定に流量計を使用する場合） 

（問 17）ＥＴＢＥの受入や払出に流量計を使用しますが、税務認定流量計を使用しなけれ

ばいけないのですか。 

 

（答） 

１ 揮発油の納税義務者等が揮発油その他の石油類の移出、輸入又は消費等の数量を流

量計の指数に基づいて計算している場合において、これらの数量を、揮発油税及び地

方揮発油税又は関税に関する課税、免除、払戻し、還付若しくは控除等の基礎となる

数量とする場合には、税務認定流量計を使用することとされています。 

 

２ 本特例措置の適用に当たっては、バイオエタノール等揮発油に含まれるエチル-ター

シャリ-ブチルエーテル濃度等を測定し控除数量を算出しますので、問 13 のように、

流量計の指数に基づいて控除数量を計算する場合とは異なり、ＥＴＢＥの受払いのた

めに設置する流量計は税務認定流量計でなくても結構です。 

 

 

 

 

  

ETBE
税務認定流量計

基材
ガソリン

製品タンク

税務認定流量計

？ ？ 濃度 

測定 
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（出荷タンクを経由して移出する場合の取扱い） 

（問 18）Ａ製造場では、製品タンクに製造したバイオエタノール等揮発油を貯蔵し、製品

タンク内の全量をいわゆる「生産ロット」単位として生産数量を確定させたうえで

エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度を測定して帳簿上で管理しています（問 12

参照）。 

バイオエタノール等揮発油の増産に伴い、製品タンクを増やすこととなりました

が、出荷にあたっては、製品タンクから出荷タンクを経由し移出するため、出荷タ

ンクには常にバイオエタノール等揮発油が出入りし、エチル-ターシャリ-ブチルエ

ーテル濃度の実測のための静置が出来ないことから、出荷タンクの在庫及び濃度管

理を「先入先出方式」により行い、バイオエタノール等揮発油に含まれるエチル-タ

ーシャリ-ブチルエーテルの数量を算出したいと考えています。 

このような方法は認められますか。 

     

 

（答） 

出荷タンクを経由した場合の、バイオエタノール等揮発油に含まれるエチル-ターシャ

リ-ブチルエーテルの数量については、ご質問のような「先入先出方式」により、税務認

定流量計で実測した移出数量に、帳簿上でロット管理されたエチル-ターシャリ-ブチル

エーテル濃度を乗じて算出して差し支えありません。 

 

 

  

ETBE

税務認定流量計

基材
ガソリン

№４
№３

№２

№１

製品タンク

lot  01
lot  02 
lot  03
lot  04
……

lot n
先
入
先
出
管
理

出荷タンク

《出荷タンク内の概念》

流量計
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（課税標準数量の算出） 

（問 19）移出した数量から控除されるエタノールの数量又はエタノールの数量に相当する

数量はどのように計算することとなりますか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ 揮発油とバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールとを混和してバイオ

エタノール等揮発油を製造している場合には、その課税標準数量は、製造場から移出

したバイオエタノール等揮発油の数量から、それに含まれるエタノールの数量を控除

することになります。 

例えば、エタノール濃度 2.7％のバイオエタノール等揮発油 100ℓを移出した場合の

課税標準数量は、以下のとおりとなります。 

 

 

２ 次に、揮発油とＥＴＢＥとを混和してバイオエタノール等揮発油を製造している場

合には、その課税標準数量は、製造場から移出したバイオエタノール等揮発油の数量

から、それに含まれるエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの原料となったエタノール

の数量に相当する数量を控除することになります。 

例えば、エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度 6.8％のバイオエタノール等揮発

油 100ℓを移出した場合の課税標準数量は、以下のとおりとなります。 

 

 

 

  

バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の税額計算の具体例（１）
《バイオエタノールの混和（措法88条の７①一） 》

製造場から

移出した数量と

みなされる数量

エタノール

数量
2.7ℓ

97.3ℓ

100ℓ － 2.7ℓ － （（100ℓ－2.7ℓ）×1.35％） ≒ 95.9ℓ
〇課税標準（特例適用後の揮発油税法第8条第1項）

欠減控除

〇バイオエタノール等揮発油に含まれるエタノール数量
100ℓ × 2.7％ = 2.7ℓ

バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の税額計算の具体例（２）
《ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙの混和（措法88条の７①二） 》

製造場から

移出した数量と

みなされる数量

エタノール

相当数量2.8ℓ

97.2ℓ

100ℓ－2.8ℓ－（（100ℓ－2.8ℓ）×1.35％） ≒ 95.8ℓ
〇課税標準（特例適用後の揮発油税法第8条第1項）

欠減控除

〇ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙの原料となったエタノール相当数量

100ℓ × 6.8％ × 0.4237 ≒ 2.8ℓ
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（控除数量の端数計算） 

（問 20）移出した数量から控除する数量を算出するに当たっての端数計算はどうなります

か。 

（答） 

１ 個々の移出について、バイオエタノール等揮発油に含まれるエタノール及びエチ

ル-ターシャリ-ブチルエーテルの原料となったエタノールに相当する数量を計算し

た結果、リットル位未満の端数がある場合には、リットル位未満２位以下を切り捨

てリットル位未満１位まで求めます。ただし、個々の移出の数量を常時リットル位

未満を切捨て又は四捨五入等したものとしている場合には、リットル位にとどめ

ることとして差し支えありません。 

 

２ 申告にあたっては、１により算出した数量の合計数量を控除数量としますが、当該

合計数量にリットル位未満の端数がある場合には、その端数を切り上げてリットル位

まで求め、これによる数量を移出した数量から控除します。 

 

 

 

（税額の端数計算） 

（問 21）納付税額の端数計算はどうなりますか。 

（答） 

税額の確定金額は、１００円未満の端数は切捨てとなります。 

なお、端数計算を行った結果、たとえ税額が０円となる場合でも、製造場からの移出

がある場合には納税申告書の提出は必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

（記帳義務） 

（問 22）バイオエタノール等揮発油や証明済バイオエタノール等を取り扱う者は、どのよ

うに記帳することが必要なのでしょうか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ 揮発油特定加工業者は、揮発油の製造者ですから、揮発油税法で定められている記

帳を行う必要があります（租特法 88の７⑨）。 

 

２ バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はカーボン

リサイクルに係る証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者（以

下「バイオエタノールの譲渡者等」といいます。）については、次のような記帳を行う

必要があります。 

 

バイオエタノールの譲渡者等（租特令 46の 16①） 

①  移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格
ごとの数量、移入年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称 

②  移出したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格
ごとの数量、移出年月日、受取人の住所及び氏名又は名称 

③ 貯蔵しているバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規
格ごとの数量 

（注）当該バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが証明済バイオエ
タノール等であるときは、証明事項を付記する。 

バイオエタノールの譲渡者等が、バイオ
エタノール又はカーボンリサイクルエタ
ノールの製造者である場合（租特令 46の
16②一） 

バイオエタノールの譲渡者等が、バイオ
エタノール又はカーボンリサイクルエタ
ノールの輸入者である場合（租特令 46の
16②二） 

上記①～③のほか、 
④ 移入したバイオエタノール又はカー
ボンリサイクルエタノールの原料の種
類、種類ごとの数量、移入年月日、引
渡人の住所及び氏名又は名称 

⑤ バイオエタノール又はカーボンリサ
イクルエタノールの製造のため使用し
た原料の種類、種類ごとの数量、使用
年月日 

⑥ 製造したバイオエタノール又はカー
ボンリサイクルエタノールの規格、規
格ごとの数量、製造年月日 

上記①～③のほか、 
④ 輸入したバイオエタノール又はカー

ボンリサイクルエタノールの陸揚      
地 
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３ 経済産業大臣の証明済みのエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造者、輸入者又

は販売業者（以下「エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造者等」といいます。）に

ついても、次のような記帳を行う必要があります。 

 

エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造者等（租特令 46の 16③） 

① 移入したエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの数量、移入年月日、引渡人の住
所及び氏名又は名称 

② 移出したエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの数量、移出年月日、受取人の住
所及び氏名又は名称 

③ 貯蔵しているエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの数量 
（注）当該エチル-ターシャリ-ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等である

ときは、証明事項を付記する。 

エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製
造者等が、エチル-ターシャリ-ブチルエ
ーテルの製造者である場合（租特令 46の
16④一） 

エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製
造者等が、エチル-ターシャリ-ブチルエ
ーテルの輸入者である場合（租特令 46の
16④二） 

上記①～③のほか、 
④ 移入したエチル-ターシャリ-ブチル
エーテルの原料の種類、種類ごとの数
量、移入年月日、引渡人の住所及び氏
名又は名称 

⑤ エチル-ターシャリ-ブチルエーテル
の製造のため使用した原料の種類、種
類ごとの数量、使用年月日 

⑥ 製造したエチル-ターシャリ-ブチル
エーテルの数量、製造年月日 

上記①～③のほか、 
④ 輸入したエチル-ターシャリ-ブチル

エーテルの陸揚地 
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（帳簿） 

（問 23）記帳については、バイオエタノール等揮発油や証明済バイオエタノール等用に新

たな帳簿の作成が必要ですか。 

（答） 

法令上記帳が求められる事項が満たされていれば、帳簿の体裁は問いませんので、現

在の帳簿を活用していただいて差し支えありません。 

 

 

 

（バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノールに係る「規格」の記帳） 

（問 24）「バイオエタノールの譲渡者等」は、問 22のように、バイオエタノール、カーボ

ンリサイクルエタノールの移出入の年月日や数量とあわせ、移出入したバイオエタ

ノール、カーボンリサイクルエタノールについて、その「規格」を記載すべきとさ

れていますが、具体的にはどのようなことを記載する必要がありますか。【令和２年

10月改訂】 

（答） 

バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノールには、通常、水などの物質が若

干量含まれていますので、バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノールに含ま

れるエタノールの濃度を記帳することにより、そのバイオエタノール、カーボンリサ

イクルエタノールの規格を明らかにしておくことが必要です。 

 

 

 

（記帳の頻度） 

（問 25）バイオエタノール等揮発油の数量については、毎日記帳する必要がありますか。 

（答） 

製造又は移出入したごとに記帳をする必要があります。 
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（未納税移出(1)） 

（問 26）バイオエタノール等揮発油を第二次製造場に未納税移出した場合の課税関係はど

うなりますか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ バイオエタノール等揮発油を製造場から未納税移出した時点では、特例措置の適用

を受けることはできません。 

 

２ 当該バイオエタノール等揮発油を未納税移入した第二次製造場において、さらに証

明済バイオエタノール等を混和して新たなバイオエタノール等揮発油を製造し、課税

移出した場合には、新たなバイオエタノール等揮発油に含まれるエタノールの数量が

移出した数量から控除されることとなります。 

 

 

 

                                          

                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明済バイオ
エタノール等 

（１％分） 

バイオエタノール等
揮発油タンク 

製 造 場 
（揮発油特定加工業者の製造場） 

製 造 場 
（揮発油特定加工業者の製造場） 

【第一次製造場】 【第二次製造場】 

税務署 

バイオエタノール等
揮発油 

バイオエタノール
等揮発油 

バイオエタノール等
揮発油 課税移出 

移入届出書 
（ 「混和された証明済バ
イオエタノール等に係る
証明事項」等の写を添付 

追加して混和した１％分では
なく、未納税移入揮発油２％
分との合計（３％）で控除でき
る。 

納税申告書 
（期限内申告） 

合計３％ 
エタノール含有 

２％エタノール含有 
混
和 

未納税移出 

２％エタノール含有 

①未納税関係書類 

②「混和された証明済バイ
オエタノール等に係る証明
事項」等の通知 

 

３ この場合において、バイオエタノール等揮発油を第二次製造場に未納税移入した者

は、当該バイオエタノール等揮発油に混和されている証明済バイオエタノール等に係

る証明事項等の写しを未納税揮発油移入届出書に添付して税務署長に提出する必要が

あります（租特令 46の 13⑦）。 
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（未納税移出(2)） 

（問 27）バイオエタノール等揮発油を、本特例措置の適用対象となる法定製造場に未納税

移出した場合の課税関係はどうなりますか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ バイオエタノール等揮発油を製造場から未納税移出した時点では、特例措置の適用

を受けることはできません。 

 

２ 当該バイオエタノール等揮発油を、特例措置の適用対象となる法定製造場から課税

移出した場合に、バイオエタノール等揮発油に含まれるエタノールの数量が移出した

数量から控除されることとなります。  

 

 

                                          

                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオエタノール等
揮発油タンク 

法定製造場 
（揮発油特定加工業者の指定蔵置場等） 

 

製 造 場 
（揮発油特定加工業者の製造場） 

税務署 

バイオエタノール等
揮発油 

バイオエタノール等
揮発油 課税移出 

移入届出書 
（ 「混和された証明済バ
イオエタノール等に係る
証明事項」等の写を添付 

納税申告書 
（期限内申告） 

３％エタノール含有 

未納税移出 

①未納税関係書類 

②「混和された証明済バイ
オエタノール等に係る証明
事項」等の通知 

エタノールの 
濃度・数量測定 

 

３ この場合において、バイオエタノール等揮発油を、特例措置の適用対象となる法

定製造場に未納税移入した者は、当該バイオエタノール等揮発油に混和されている

証明済バイオエタノール等に係る証明事項等の写しを未納税揮発油移入届出書に添

付して税務署長に提出する必要があります（租特令 46の 13⑧）。 

 

４ なお、未納税移出した製造場で経常的にバイオエタノール等揮発油を製造してい

る場合には、揮発油に混和した証明済バイオエタノール等を「先入先出方式」によ

り帳簿上管理し、当該バイオエタノール等揮発油に混和した証明済バイオエタノー

ル等を特定することとして差し支えありません。 
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（未納税移出(3)） 

（問28）納税申告書に未納税移出したバイオエタノール等揮発油の数量を記載する際には、

バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノールの数量を控除して記載するので

しょうか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

未納税移出したバイオエタノール等揮発油は、未納税免税の対象であり、本特例措置

の適用はありませんので、「揮発油税及び地方揮発油税課税標準数量及び税額計算書」の

未納税移出欄に、その全数量を記載することとなります。 

 

（未納税移出(4)） 

（問 29）ＥＴＢＥを混和して製造されたバイオエタノール等揮発油を未納税移出し、第二

次製造場において更に証明済のバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール

を混和して、新たにバイオエタノール等揮発油を製造する予定です。何か注意する

ことはありますか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

  １ ＥＴＢＥは、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルと未反応エタノール等の混合物で

すが、通常、経済産業大臣のバイオ等由来証明は、当該エチル-ターシャリ-ブチルエ

ーテルにのみなされており、未反応エタノールについては証明されていないことから、

未反応エタノール分については製造場（第一次製造場及び第二次製造場）から移出し

た数量から控除することはできません。 

 

２ ご質問のような場合には、未納税移出されたバイオエタノール等揮発油に含まれる

エチル-ターシャリ-ブチルエーテルと未反応エタノールの濃度をそれぞれ測定してお

く必要があります。 
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（戻入れ控除等） 

（問 30）バイオエタノール等揮発油をその製造場に戻し入れた場合や、他の製造場で製造

されたバイオエタノール等揮発油を移入し、さらに移出した場合には、税額の計算

上、どのように取り扱われますか。 

（答） 

製造場から移出される揮発油には、揮発油税及び地方揮発油税が課されることから、

ご照会のような場合には、以下のような手続をとることによって、当該揮発油に課され

た揮発油税額の控除（戻入れ控除等）を受けることができます。なお、これらの控除を

受けるためには、期限内に提出された納税申告書（期限内申告書）に控除金額の計算書

類を添付する必要があります。 

 戻入控除 移入控除（再移出控除） 

ケ
ー
ス 

製造場から移出したバイオエタノール

等揮発油を当該製造場に戻し入れた場

合 

製造場から課税移出されたバイオエタ

ノール等揮発油を他の製造場に移入し、

更にその製造場から移出した場合 

控
除
の
時
期 

当該戻入れの日の属する月の翌月以後

に提出期限の到来する期限内の納税申

告において控除 

当該移出（再移出）があった日の属する

月の翌月以後に提出期限の到来する期

限内の納税申告において控除 

控
除
税
額 

当該戻し入れたバイオエタノール等揮

発油の数量に含まれるエタノール相当

数量を控除した後の数量を基に控除税

額を算出 

当該移出（再移出）したバイオエタノー

ル等揮発油の数量に含まれるエタノー

ル相当数量を控除した後の数量を基に

控除税額を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

（濃度の誤差の取扱い） 

（問 31）未納税移出したバイオエタノール等揮発油について、移出先において濃度を実測

したところ、移出元で実測した濃度との間に誤差が生じた場合、どのように取扱え

ばよいですか。 

（答） 

未納税移出されたバイオエタノール等揮発油に係るエタノール濃度等について、移入

段階において濃度の誤差が生じていた場合には、その原因が払出しと受入れの際に異な

る機器を使用した等の理由による測定誤差等やむを得ない事情に基づくものであり、か

つその誤差が通常生ずべき範囲内であると認められるときは、その移入の際におけるバ

イオエタノール等揮発油のエタノール濃度等をもって、その移入の際に記帳義務の対象

となるバイオエタノール等揮発油の規格として取扱われます。 

この場合の「通常生ずべき範囲内であると認められるとき」とは、その移出者と移入

者との間において経常的に行われる取引実態において生じる範囲内であることをいいま

す。 

したがって、過去における平均的な取引誤差の把握を行っておくことが大切です。 

なお、誤差が顕著なときは、その実態の解明に努めるなど、未納税移出に係るバイオ

エタノール等揮発油の取扱いに係る必要な措置を講じる必要があります。 

 

 

 

（届出義務） 

（問 32）特例措置の適用を受けるために必要な税務上の手続きを教えてください。【令和

２年 10月改訂】 

（答） 

１ 本特例措置の適用を受けようとする者は、適用を受けようとする製造場ごとに、「バ

イオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例適用開始（変更）・終了届出書」（CC2-

3343）に所要の事項を記載した特例適用開始届出書を、製造場の所在地の所轄税務署

長に提出する必要があります（租特法 88 の７③、租特令 46の 12①②、租特規則 37の

５の３①②）。 

 

  ２ なお、特例適用開始届出書により届け出た内容に変更が生じた場合や本特例措置の

適用を受けることをやめようとする場合には、同じ様式を用いて所要の事項を記載し、

所轄税務署長に提出してください（租特法 88の７③、租特令 46 の 12③、租特規則 37

の５の３③）。 
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（揮発油特定加工業の終了） 

（問 33）バイオエタノール等揮発油の製造をやめようとする場合には、届出が必要になる

とのことですが、届出をした後に移出されるバイオエタノール等揮発油は、課税上

どのような取扱いとなりますか。【令和２年 10月改訂】 

（答） 

１ 本特例措置の適用をやめようとする場合には、「バイオエタノール等揮発油に係る課

税標準の特例適用終了届出書」（CC2-3343）を所轄税務署長に提出することとなりま

す（租特法 88の７③、租特令 46の 12③、租特規則 37の５の３③）。 

 

２ なお、特例適用開始届出書の効力は、特例適用終了届出書を提出した日の属する月

の翌月末日まで継続する（租特法 88の７④）こととされており、特例適用終了届出書

を提出した場合であっても、翌月末日までに提出される期限内申告書に記載のバイオ

エタノール等揮発油については、本特例措置が適用されます。 

 

３ 例えば、平成 22 年 3 月 11 日に特例措置を受けようとすることをやめる旨を税務署

長に届け出た場合には、22 年 4 月 30 日までに行う期限内申告については、本特例措

置が適用されます。 

 

 

開始届        終了届              特例 

提出の日       提出の日            適用期限 

平 21.2.25      平 22.3.11  平 22.3.31    平 22.4.30    平 22.5.31 

 ▽   ▽   

  

 

 

特例適用開始 

届出書の効力 

３月移出分 

４月移出分 

 

３月移出分期限内申告 

４月移出分期限内申告 

（5月中に提出） 

特例適用あり 

特例適用なし 


